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情報化施工推進会議 設立趣旨 

 

我が国の建設業は、製造業等の他産業に比べ低い労働生産性や、少子高齢化による熟

練者不足、建設現場の安全確保など多くの課題を抱え、早急な対応を求められている。

また、近年のＩＣＴの進展や、品確法の施行、総合評価方式の導入等の入札契約制度の

見直し等、施工を取り巻く環境も大きく変化してきている。 

  こうした建設施工をとり巻く厳しい状況の変化の中で、現行の生産方式を延長させ

るだけでは、今後、建設生産に求められる品質や生産性などを担保していくことは困難

であり、かつての人力施工から機械施工への生産方法の革新のような、建設施工のイノ

ベーションが必要である。 

 ＩＣＴを活用した新しい施工技術（情報化施工）は、施工品質の向上や、熟練度に左

右されない均質で高品質な施工などを実現する方法として、これまでも試行工事や技術

基準類の整備を進めてきており、一部の大規模工事等においては既に導入されている。

しかしながら、一般工事への普及には至っていないのが現状である。『国土交通分野イ

ノベーション推進大綱［H19.5 策定］』においても、情報化施工により施工の効率化、

生産性の向上を図ることとしており、今後、早急な取組みを進める必要がある。 

このような諸事情を踏まえ、本推進会議は、産学官連携の下、建設施工のイノベーシ

ョンを実現する新しい施工方法である「情報化施工」の戦略的な普及促進を図ることを

目的に設置する。 
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情報化施工推進会議  規約（案） 

 

（総 則） 

第１条 ＩＣＴを活用した新しい施工技術（以下、「情報化施工」）の導入・普及を推進

することを目的に、「情報化施工推進会議」を設立する。 

（本会議の事務） 

第２条 情報化施工の戦略的な普及促進のため、具体的な目標を設定し、目標達成のた

めの諸課題を解決するための各種制度面、技術面の方策やスケジュールをとりま

とめ、「情報化施工推進戦略（仮称）」として策定するとともに、その実施状況の

評価を行う。 

（本会議の構成） 

第３条 本会議は、会議の長（以下「委員長」という。）及び委員をもって組織する。 

  ２ 委員長は、会議を統括する。 

  ３ 会議は、別紙に掲げる学識関係者、施工・建設機械に精通した関連有識者および

行政・発注関係者の委員で構成する。なお、新たな委員を追加する場合は、委員長

の承認を得なければならない。 

  ４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

  ５ 委員長は、個別施策について専門的視点から検討・実施するために、必要に応じ

て本会議の下に WG を設置することができる。 

（情報公開） 

第４条 会議は公開を原則とする。 

（事務局） 

第５条 本会議の事務局は、総合政策局建設施工企画課に置く。 

（雑 則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項については、    

本会議で定めるものとする。 

 

附 則 

  この規約は、平成２０年２月  日から施行する。 


